
　日本の平均在院日数は275.1日と、先進諸
国の10～20日前後に比べて非常に長くなっ
ています。また、人口1万人あたりの精神科病
床も、日本は25.8床（2021年）と、先進諸国
と比べ各段に多い状態です。
　日本の精神科医療は依然として入院中心
となっており、長期入院の常態化や人員体制
の不足と相まった隔離・身体拘束などの人権
侵害を生み出す結果となっています。また、入
院患者の半数を強制入院（医療保護入院また
は措置入院）が占めており、その割合は増加
傾向にあります。こうした実情について、国
連・障害者権利委員会からは強制入院を認
め、隔離・身体拘束を正当化するすべての法
的規定・条項の廃止が（是正が）勧告されてい
ます。
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　政府は、1958年に「精神科特例」を出して、
医師は一般病床の1/3、看護師は2/3と少ない
人員配置を認め、民間の精神科病院建設を推
進しました。先進諸国の精神科は公的病院が中
心であるのに対し、日本では精神病床の9割が
民間です。
　60年前の「精神科特例」は、実態として現在
も続いており、精神科の100床あたりの職員
数は一般科の数分の１、診療収入も低く抑え
られています。少ない人員、低医療費の中で、
入院患者を増やして病床稼働率を高めること
が主眼となり、「入院中心から地域生活中心
へ」の転換が進まない要因にもなっています。 「病院報告」2020年
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精神病床の平均在院日数の国際比較（2021年）
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精神保健医療福祉の改善を求める精神保健医療福祉の改善を求める
衆議院議長　殿
参議院議長　殿

氏　名 住　所

　精神科を受診する人は年間615万人を超える水準となっており、誰でも安心して気軽にかかれる精神医療の充実は、国
民的な課題となっています。
　日本の精神医療は、地域移行がすすんだ諸外国に比べ半世紀以上も遅れを取り、施設療養生活中心となっています。日
本の精神科病院は1958年の厚生省事務次官通知（「精神科特例」）から続く少ない人員配置基準や低い診療報酬体系の
下で、長期入院患者で病床を満杯にすることにより経営を成り立たせる状況がつくられてきました。このことが、精神疾患に
対する差別・偏見を社会に根付かせ、当事者の合意が得られない入院や医療提供が一般的に行われるなどの人権侵害を
もたらしています。そして、「入院中心から地域生活中心へ」の転換がすすまない要因にもなっています。2014年に批准した
国連の障害者権利条約に基づいて行われた日本政府への勧告（2022年10月）でも、この点について懸念が表明され改善
が求められています。
　人権に配慮した良質な精神医療の提供を可能にするための人員配置とそれに見合った診療報酬を実現するとともに、精
神疾患や認知症を持つ人が地域で希望する生活を送れるようにするため、国と地方自治体の責任で早期に包括的で継続
的な地域の支援体制を法制化する必要があります。
　すべての人の人権が尊重され、精神疾患があっても地域社会の一人として安心して暮らし続けられることができるよう、
以下の実現にむけて、ご尽力をいただけますよう要請いたします。

１．人権に配慮した良質な精神医療の提供を可能にするために、一般病床より低い人員配置を認めている医療法施
行規則を改め、精神病床の人員配置を一般病床と同等以上に引き上げること。

２．国連・障害者権利委員会による日本政府への勧告を尊重し、患者・当事者の合意のない入院や治療、身体拘
束や隔離の禁止、および無期限の入院制度の廃止を法制化すること。また、患者の人権を擁護するための第
三者による監視機構の確立など精神保健医療福祉制度の抜本的改善を行うこと。

３．精神科病院の入院患者が、COVID-19をはじめとする感染症やその他の疾病を発症した際に、適切な環境で
治療を受けることができていない実態を改善すること。

４．精神疾患や認知症を持つ人が地域で希望する生活が送れるように、包括的で継続的な地域の支援体制を法制
化すること。また、早期に充実を図るために、精神保健福祉予算を拡充するとともに労働者の雇用保障、教育
や研修についても国が責任をもって行うこと。

５．精神疾患に対する差別・偏見をなくすための啓発をすすめ、施策を講じる際には当事者・家族の声が十分に反
映されるよう、当事者団体等の参加を要件とすること。また、患者を持つ家族の負担軽減や孤立を予防するため、
社会全体で支える体制を構築・拡充すること。
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